
亀 山 市 告 示 第 ２ ０ 号  

 亀 山 市 生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 支 給 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る 告 示

を 次 の よ う に 定 め る 。  

  令 和 ３ 年 ２ 月 １ ０ 日  

亀 山 市 長  櫻  井  義  之  

 

亀 山 市 生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 支 給 要 綱 の 一 部 を 改 正 す る

告 示  

 

亀 山 市 生 活 困 窮 者 住 居 確 保 給 付 金 支 給 要 綱 （ 平 成 ２ ７ 年 亀 山 市 告

示 第 １ ３ ５ 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 附 則 に 次 の １ 項 を 加 え る 。  

（ 再 支 給 に 関 す る 特 例 ）  

３  住 居 確 保 給 付 金 （ 住 宅 手 当 緊 急 特 別 措 置 事 業 に よ る 住 宅 手 当 及

び 住 宅 支 援 給 付 事 業 に よ る 住 宅 支 援 給 付 を 含 む 。 以 下 同 じ 。 ） の

支 給 を 終 了 し た 受 給 者 で 第 ５ 条 各 号 に 掲 げ る 支 給 対 象 者 の 要 件 に

該 当 す る 者 （ 住 居 確 保 給 付 金 を 受 給 し て 常 用 就 職 し た 後 に 、 新 た

に 解 雇 （ 受 給 者 の 責 に 帰 す べ き 重 大 な 理 由 に よ る 解 雇 を 除 く 。 ）

さ れ た こ と に よ り 要 件 に 該 当 す る こ と と な っ た 者 を 除 く 。 ） で あ

っ て 、 令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日 か ら 同 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で の 間 に 住 居 確 保

給 付 金 を 申 請 し た 者 に つ い て は 、 ３ 月 間 ま で の 範 囲 内 に お い て 住

居 確 保 給 付 金 を 再 支 給 す る こ と が で き る 。  

４  第 ２ ３ 条 第 ２ 項 の 規 定 は 、 前 項 の 再 支 給 に つ い て 準 用 す る 。  

   附  則  

 こ の 告 示 は 、 公 表 の 日 か ら 施 行 し 、 こ の 告 示 に よ る 改 正 後 の 附 則

第 ３ 項 及 び 第 ４ 項 の 規 定 は 、 令 和 ３ 年 ２ 月 １ 日 以 後 の 申 請 に 係 る 住

居 確 保 給 付 金 の 支 給 に つ い て 適 用 す る 。  


